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50
歳
に
な
っ
た
ら
前
立
腺
が
ん
検
診
を

受
け
ま
し
ょ
う
　

　

前
立
腺
が
ん
は
50
歳
を
過
ぎ
た
頃

か
ら
増
え
始
め
、
年
齢
と
と
も
に
増

加
し
ま
す
。
家
族
（
特
に
父
親
や
兄

弟
）
に
前
立
腺
が
ん
に
か
か
っ
た
人

が
い
る
場
合
、
が
ん
に
な
る
危
険
性

が
高
く
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。
初
期
に
は
自
覚
症
状
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
ず
、
進
行
す
る
と
骨
や
他

の
臓
器
へ
の
転
移
が
み
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
、
検
診
に
よ
る
早
期
発
見
は

と
て
も
大
切
で
す
。

　

周
防
大
島
町
で
は
、
平
成
23
年
度

か
ら
血
液
検
査
（
Ｐ
Ｓ
Ａ
検
査
）
に

よ
る
前
立
腺
が
ん
検
診
を
行
っ
て
お

り
、
が
ん
が
見
つ
か
っ
た
方
も
お
ら

れ
ま
す
。
特
定
健
診
の
採
血
で
検
査

を
行
う
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
方
が

特
定
健
診
と
一
緒
に
受
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
早
期
発
見
、
早
期
治
療
の
た

め
に
50
歳
に
な
っ
た
ら
、
1
年
に

1
回
は
前
立
腺
が
ん
検
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

○ 
対
象
と
な
る
方

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
50
歳
以
上

の
男
性
（
平
成
27
年
3
月
31
日
現
在
）

※
50
歳
か
ら
70
歳
の
方
は
、
ぜ
ひ
受

診
さ
れ
る
よ
う
お
勧
め
し
ま
す
。

○ 

受
診
方
法　

　

町
内
の
委
託
医
療
機
関
で
検
診
を

行
い
ま
す
。
希
望
す
る
医
療
機
関
に

予
約
を
し
て
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
特
定
健

診
、
健
康
診
査
と
併
せ
て
検
診
を
行

い
ま
す
。

○ 

検
査
方
法
　　

  

　

血
液
検
査
を
行
い
、
血
液
中
の
Ｐ

Ｓ
Ａ
検
査
（
前
立
腺
特
異
抗
原
値
）

を
測
定
し
ま
す

○ 

持
参
す
る
も
の  

・
自
己
負
担
金　

１
５
０
０
円

・
健
康
保
険
証

※
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
以
外
の
方
は
、
公
的
機

関
が
発
行
し
た
住
所
が
分
か
る
も
の

　
（
例
）
運
転
免
許
証
等

○ 

実
施
期
間　

　

6
月
2
日
㈪
～
平
成
27
年
3
月
31
日
㈫

○ 

委
託
医
療
機
関　

　

６
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
あ
る
、
特

定
健
診
・
健
康
診
査
実
施
医
療
機
関

と
同
じ
医
療
機
関
で
実
施
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
健
康
増
進
課　

健
康
づ
く
り
班

　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
４

  ７月６日執行
  周防大島町農業委員会委員
  一般選挙にかかる立候補予定者
  説明会
■日時　６月 18 日㈬　午後２時から
■場所　大島庁舎３階大会議室
■出席者
　立候補予定者または代理人
　（各陣営２人まで）
■問い合わせ　
　周防大島町選挙管理委員会
　☎０８２０（７４）１０００

　自らが肝炎ウイルス感染の有無について認識し、肝炎による健
康障害を起こさないように適切な治療を受けることで、症状を軽
減、進行を遅延させるため、検診を実施します。

○対象となる方
　周防大島町に住民票を有する 40 歳以上の方（昭和 49 年３月
31 日以前に生まれた方）で、これまでに当該検診を受けたことの
ない方
○実施機関　　
　６ページに掲載してある、特定健診・健康診査実施医療機関と
同じ医療機関で実施します。
○自己負担金　１, ７００円
※町民税非課税世帯に属する方、生活保護世帯の方、70 歳以上の
方は無料です。
○検診期間　６月～平成 27 年 3 月末

◎検診を希望される方は、５月 30 日㈮までに、健康増進課　健
康づくり班へ電話で申し込んでください。
　後日、申し込みをされた方へ、検診のご案内や受診票を送付
します。

肝 炎 ウ イ ル ス 検 診 の ご 案 内

■申し込み・問い合わせ
健康増進課　健康づくり班　☎０８２０（７７）５５０４

特　設　人　権　相　談　所
◆日時　
　６月２日㈪　午前９時 30 分～正午

◆場所　橘総合センター

◆相談内容　
　人権問題、土地、家屋、金銭貸借、離
婚などの生活上の心配事
◆相 談 員  人権擁護委員

◆問い合わせ　
　福祉課　☎０８２０（７７）５５０５


